
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附

帯
決
議

平
成
二
十
六
年
十
一
月
六
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
感
染
症
の
患
者
等
に
対
す
る
検
体
採
取
等
の
勧
告
及
び
措
置
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
患
者
等
に
対
す
る
差
別
や
偏
見
に

つ
な
が
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
感
染
症
の
検
体
に
係
る
個
人
情
報
の
管
理
に
当
た
っ
て
は
、

個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
、
地
方
自
治
体
、
医
療
機
関
等
に
対
し
、
管
理
シ
ス
テ
ム
の
維
持
、
取
扱
基
準
の

遵
守
の
徹
底
等
が
厳
格
に
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

二
、
エ
ボ
ラ
ウ
イ
ル
ス
を
始
め
と
す
る
一
種
病
原
体
等
を
取
り
扱
う
Ｂ
Ｓ
Ｌ
４
施
設
を
指
定
し
稼
働
さ
せ
る
こ
と
は
、
ウ
イ
ル

ス
変
異
の
確
定
、
治
療
薬
や
ワ
ク
チ
ン
の
研
究
開
発
等
に
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
た
国
内
に
お
け
る
研
究
者
の
育
成
に
も
資
す

る
こ
と
か
ら
、
地
域
住
民
及
び
関
係
自
治
体
の
理
解
を
得
る
努
力
を
進
め
、
政
府
を
挙
げ
て
指
定
・
稼
働
に
向
け
た
環
境
整

備
を
速
や
か
に
実
施
す
る
こ
と
。



三
、
原
則
と
し
て
各
都
道
府
県
に
一
つ
指
定
さ
れ
る
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
が
い
ま
だ
九
つ
の
県
に
お
い
て
指
定
さ
れ

て
い
な
い
状
況
に
鑑
み
、
都
道
府
県
に
お
け
る
感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
確
保
を
支
援
し
、
感
染
症
患
者
等
が
必
要
と
す
る

医
療
提
供
体
制
を
全
国
的
に
整
備
す
る
こ
と
。

四
、
地
方
衛
生
研
究
所
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
地
方
衛
生
研
究
所
に
つ
い
て
、
感
染
症
対
策
に
お
け
る
位
置
付
け

を
明
確
化
し
、
国
立
感
染
症
研
究
所
と
の
連
携
が
強
化
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

五
、
二
類
感
染
症
で
あ
る
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
範
囲
に
つ
い
て
、
政
令
で
血
清
亜
型
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
特
定
す
る
こ
と

と
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
政
令
に
規
定
す
る
感
染
症
の
重
篤
性
及
び
感
染
力
等
を
適
切
に
勘
案
す
る
と
と
も
に
、
後
に
そ
の

評
価
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
類
型
に
つ
い
て
見
直
し
の
検
討
を
開
始
す
る
こ
と
。

六
、
エ
ボ
ラ
出
血
熱
等
の
海
外
に
お
け
る
発
生
の
状
況
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
感
染
症
が
国
内
に
お
い
て
発
生
し
た
場
合
に
迅

速
か
つ
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
関
係
機
関
に
対
し
対
応
策
の
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
学
校
保
健
及

び
産
業
保
健
領
域
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
医
療
従
事
者
等
が
研
修
や
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な

支
援
を
行
う
な
ど
、
備
え
に
万
全
を
期
す
こ
と
。
特
に
、
感
染
症
患
者
等
の
感
染
症
指
定
医
療
機
関
へ
の
搬
送
に
つ
い
て

は
、
緊
急
時
に
お
け
る
現
場
の
混
乱
回
避
の
た
め
の
事
前
の
詳
細
な
実
施
手
順
の
作
成
等
、
そ
の
体
制
整
備
が
図
ら
れ
る
よ



う
、
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

七
、
国
民
に
対
し
て
、
日
頃
よ
り
、
健
康
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
感
染
症
に
関
す
る
正
確
で
分
か
り
や
す
い
情
報
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
通
じ
て
随
時
広
く
提
供
し
た
り
、
医
療
機
関
、
介
護
施
設
、
学
校
等
で
の
周
知
を
図
る
な
ど
、
迅
速
か
つ

積
極
的
な
広
報
を
行
い
、
感
染
症
に
対
す
る
国
民
の
理
解
を
促
す
と
と
も
に
不
安
の
軽
減
に
努
め
る
こ
と
。

八
、
国
境
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
に
よ
り
輸
入
感
染
症
の
拡
大
が
懸
念
さ
れ
る
現
状
に
鑑
み
、
あ
ら
ゆ
る
感
染
症
の
予
防
・
診

断
・
治
療
に
当
た
る
こ
と
が
で
き
る
専
門
家
を
育
成
す
る
た
め
、
海
外
研
修
制
度
の
充
実
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

九
、
地
球
規
模
化
す
る
感
染
症
問
題
へ
の
対
応
に
当
た
っ
て
は
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
及
び
諸
外
国
の
関
係
機
関
と
の
連
携
を
更
に
強
化

し
、
最
新
の
情
報
の
入
手
・
分
析
体
制
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
、
保
健
所
、
検
疫
所
、
入
国
管
理
局
等
の
関

係
各
機
関
相
互
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
強
化
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


